
令和8年度 20歳・30歳・40歳・50歳・60歳・70歳の皆様へ

歯周疾患検診のご案内

さらに！歯科検診を受けると
健康ポイント事業で
40ポイント獲得できます！
（最大3回まで）

平日は時間がない方
休日当番医（歯科）でも歯周疾患検
診が受けられます。裏面の歯科医院
が当番医のときのみとなりますので、
必ず事前に予約をお願いします。
休日当番医については、市広報や市
公式LINE等でご確認ください。

歯周病は、歯に付着した細菌の塊（歯こう）によって引き起こされる感
染症で、進行すると歯を支える骨を溶かし、ついには歯が抜け落ちて
しまうことも・・・

大人の2人に１人はなっている歯周病・・・

予防に必要なのは・・・

毎日のセルフケア

＋

定期的な歯科医院でのプロケア

お口のチェックを受けましょう！

□ 口臭が気になる
□ 口の中がネバネバする
□ 歯みがきの時に出血する
□ 歯ぐきが下がって、歯と歯の間に隙間ができている

こんな症状がある人は要注意！

□ 歯ぐきが腫れている
□ 硬いものが噛みにくい

全身の病気にも関連しています。

生活習慣病予防は

歯周病予防から！

500円で受けられるのは、節目年齢の時のみです！

問合せ先 ： 健康増進課 ☎ ２４－０６２０

実施機関は裏面へ



令和８年度 天草市歯周疾患検診

実施期間：令和８年４月１日（水）～令和９年３月３１日（水）

料 金

※生活保護受給者は無料です。証明書をご持参ください

【歯周疾患検診医療機関】

受診方法：希望する歯科医院へ電話で直接申し込んでください。

40歳（S61.4.2～
S62.4.1生）

令和８年度

20歳・30歳・50歳・60歳・70歳
になる方

無料 500円

↓対象年齢と料金が変わりました。


